
大阪検疫所食品監視課 

https://www.forth.go.jp/keneki/osaka/syokuhin-kanshi/ 

 

おもちゃの規格基準 
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おもちゃ又はその原材料の規格は、以下のとおりです。 
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 フタル酸ジ－ｎ－ブチル、フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）又はフタル酸ベンジルブチルを0.1%

を超えて含有してはならない。 
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 フタル酸ジイソノニルを原材料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を原材料として

用いてはならない。 

 

 フタル酸ジイソデシル、フタル酸ジイソノニル又はフタル酸ジ－ｎ－オクチルを 0.1%を超えて含有し

てはならない。 
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 乳幼児が飲み込むおそれがあるものとは、次の図に示した寸法を持つ容器内に圧縮しない状態で置い

たときに当該容器内に収まる大きさのものをいう。 
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おもちゃの製造に使用する着色料について、以下のとおり、基準が定められています。 

 

【基準】 

おもちゃの製造に際し、化学的合成品たる着色料を使用する場合は、食品衛生法施行規則別表第１※

に掲げる着色料以外の着色料を使用してはならない。ただし、次の試験法により試験に適合する場合は、

この限りではない。 

試料の着色されている部分を、その表面積 1cm2 につき２ml の割合の 40℃に加温した水に浸した後、

時計皿で覆い、40℃に保ちながら時々かき混ぜて 10 分間放置し、これを試験溶液とする。試験溶液

50ml を内径 20mm、外径 24mm、底から栓の下面までの距離 20cm で、5ml ごとに 50ml まで目盛りを

付けたネスラー管に採り、白色を背景として上方及び側方から観察するとき、着色料の溶出が認められ

てはならない。 

※食品衛生法施行規則別表第１ 

（公益財団法人日本食品化学研究振興財団ホームページ https://www.ffcr.or.jp/tenka/list/post-11.html） 

 


